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第３回審議会について１

第１回審議会 Ｒ3.3.19

第３回審議会 Ｒ3.7.26

第４回審議会 Ｒ3.8下旬

料金改定・料金体系
統一の必要性確認

水道料金体系統一案

答申案の協議

○水道事業の現状と課題等について
○料金改定等の必要性について

○料金体系の統一について

○答申書について

○水道料金改定素案について等

市
長
に
答
申

水道料金改正素案等

審議

審議

第２回審議会 Ｒ3.6.28
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専用給水装置 900 11㎥～ 150 13mm 1,050 13mm 11㎥～ 150
11～25㎥ 100 20mm 2,600 20mm 21㎥～ 150
26～50㎥ 120 25mm 4,200
51㎥～ 130 30mm 4,500

40mm 4,900
50mm 5,500
75mm 5,700
100mm 6,100

家庭用 900 11㎥～ 150 9～25㎥ 150
団体用 2,500 21㎥～ 150 26㎥～ 180
営業用 2,500 21㎥～ 150 20mm 3,500
湯屋用 11,380 101㎥～ 150 25mm 4,000
工場用 14,500 101㎥～ 150 30mm 4,500
船舶用 160 2㎥～ 160 40mm 5,500

臨時用 2,200 11㎥～ 200 50mm 7,000

75mm 8,500

220

共用給水装置 610

13mm

20mm～ 26㎥～

超過料金基本料金超過料金基本料金

金額(円)段階区分口径金額(円)段階区分金額(円)種類 金額(円)口径

基本料金 基本料金

金額(円)段階区分金額(円)用途

超過料金

金額(円)口径

25mm～ 31㎥～ 150

13mm 750

超過料金

金額(円)段階区分口径

４地区の基本料金、従量料金（税別）

１ 西条市の水道料金の現状について１

西
条
地
区

東
予
地
区

丹
原
地
区

小
松
地
区

5



１ 西条市の水道料金の現状について２

口径 種類/用途
R1平均使用水量

（１か月）
西条地区 東予地区 丹原地区 小松地区 一般的な用途

最高額と最低額

の差

13mm 専用/家庭用 16㎥ 1,880 1,880 2,030 2,030 150

20mm 専用/家庭用 31㎥ 4,190 4,190 4,390 4,960 770

25mm 専用/営業用 92㎥ 13,360 13,460 13,660 18,900 5,540

30mm 専用/営業用 134㎥ 19,760 19,860 20,360 28,740 8,980

40mm 専用/営業用 291㎥ 43,400 43,500 44,400 64,370 20,970

50mm 専用/営業用 331㎥ 50,250 50,350 51,850 75,520 25,270

75mm 専用/営業用 416㎥ 63,500 63,600 65,300 96,220 32,720

家庭用

家庭用以外

家庭の水道料金の地域間格差は縮小されている

家庭以外の水道料金の地域間格差は縮小されていない

地域間格差
（円、メーター使用料込、税別）
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２ 水道料金統一案のポイント１

水道料金統一案作成時のポイント

１ よりシンプルな料金設定に

２ 丹原地区の料金表をベースに

３ 西条・東予地区の激変緩和

４ 一般的な家庭用の基本水量

５ その他の基本水量

６ 使用水量の少ない水道使用者と料金改定

全案共通

全案共通

全案共通

選 択

選 択

参 考
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３ 水道料金統一案について１

メーター口径 基本水量 基本料金 超過料金（１㎥当たり）

13mm 1,130円

20mm 1,240円

25mm 1,360円

30mm 1,760円

40mm 2,250円

50mm 3,700円

75mm 4,400円

100mm 5,300円

10㎥まで 10㎥を超えるもの 150円

Ａ案：丹原地区の料金水準に最も近い案 平均改定率２．４％
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３ 水道料金統一案について２

メーター口径 基本水量 基本料金 超過料金（１㎥当たり）

13mm 8㎥まで 900円 8㎥を超えるもの 150円

20mm 9㎥まで 1,110円 9㎥を超えるもの 150円

25mm 1,360円

30mm 1,760円

40mm 3,750円

50mm 5,200円

75mm 5,900円

100mm 6,800円

10㎥まで

20㎥まで

10㎥を超えるもの 150円

20㎥を超えるもの 150円

Ｂ案：口径の大きさに応じた負担となる案 平均改定率１．２％
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（税別）

３ 水道料金統一案について３

メーター口径 基本水量 基本料金 超過料金（１㎥当たり）

13mm 900円

20mm 990円

25mm 1,360円

30mm 1,760円

40mm 2,250円

50mm 3,700円

75mm 4,400円

100mm 5,300円

8㎥まで

10㎥まで

8㎥を超えるもの 150円

10㎥を超えるもの 150円

Ｃ案：水道使用量に応じた負担となる案 平均改定率１．１％
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３ 水道料金統一案について４

水道料金統一案について、
別紙によりご説明いたします。

18

４ 公衆浴場の水道料金について１

公衆浴場：温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設
※公衆浴場法に基づき都道府県知事の許可を得なければならない

一般公衆浴場 ：地域住民の日常生活において保健衛生上必要なもの
として利用される施設で、物価統制令によって入浴
料金が統制されているいわゆる「銭湯」の他、老人
福祉センター等の浴場

その他の公衆浴場：保養・休養を目的としたヘルスセンター・健康ラン
ド型のもの、ゴルフ場やアスレチックジム等スポー
ツ施設に併設されるもの、工場等に設けられた福利
厚生のための浴場、サウナ、個室付き公衆浴場、移
動入浴車、エステティックサロンの泥風呂等

◆他法令に基づき設置され衛生措置の講じられているものは公衆浴場法の適用外
19



４ 公衆浴場の水道料金について２

区分
大人

（１２歳以上）
中人

（６歳以上１２歳未満）
小人

（６歳未満）

統制額 ４００円 １５０円 ６０円

公衆浴場入浴料金の統制額（平成２６年８月１日告示第９０５号）より

○一般公衆浴場の入浴料金は、物価統制令により統制されており、その額は
各都道府県知事が指定している

○住宅への浴室の保有率の高まりによる利用者数の減少などによる一般公衆
浴場の減少傾向に歯止めをかけるため、国や自治体が必要な措置をとるこ
とを定めた法律が制定されている

公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律

（国及び地方公共団体の任務）
第三条 国及び地方公共団体は、公衆浴場の経営の安定を図る等必要な
措置を講ずることにより、住民の公衆浴場の利用の機会の確保に努めな
ければならない。
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１ 手数料等の見直しについて１

西条市としての使用料及び手数料の見直しの動き

一部の使用料等について、合併以後⾧年にわたり据え置きとなっていた
ため、市民全体の負担の公平性の観点などを踏まえ、受益者負担の適正化
に向けた検討を行い、令和２年度から使用料等の改定を行った

この動きを受け、水道事業においても手数料等の見直しを検討する
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１ 手数料等の見直しについて２

見直しの対象とする手数料等

名 称 徴収する場合 金額（税別） 消費税

設計審査手数料
指定給水装置工事事
業者が給水装置工事
を施行する場合

１，０００円 非課税

工事検査手数料
指定給水装置工事事
業者が給水装置工事
を施行する場合

１，０００円 非課税

給水装置再開手数料
水道の使用を休止し
て２年以内に水道の
使用を再開する場合

４，７６１円 課税

再設加入金

水道の使用を休止し
て２年を経過し、水
道の使用を再開する
場合

１９，０４７円 課税
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３ 手数料等の見直し案について１

手数料等の見直し案

名 称 徴収する場合 金額（税別） 消費税

設計審査手数料
指定給水装置工事事業
者が給水装置工事を施
行する場合

１，５００円 非課税

工事検査手数料
指定給水装置工事事業
者が給水装置工事を施
行する場合

２，２００円 非課税

給水装置再開手数料
水道の使用を休止して、
水道の使用を再開する
場合

５，０００円 課税

※再設加入金は廃止
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ありがとうございました

第３回 西条市使用料等審議会
西条市環境部水道業務課
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1　水道料金統一改定素案について
（１）　料金統一案 ②改定案別収益的収支と純利益推移

① Ａ　案　：　 丹原地区の料金水準に最も近い案　平均改定率　2.4%
B　案　：　 口径の大きさに応じた負担となる案　平均改定率　1.2%
C　案　：　 水道使用量に応じた負担となる案　　平均改定率　1.1%

メーター口径 基本水量 基本料金(円)
13㎜ 1,130
20㎜ 1,240
25㎜ 1,360
30㎜ 1,760
40㎜ 2,250
50㎜ 3,700
75㎜ 4,400
100㎜ 5,300

メーター口径 基本水量 基本料金(円) ③改定案別給水収益及び資金残高の推計
13㎜ 8㎥まで 900
20㎜ 9㎥まで 1,110
25㎜ 1,360
30㎜ 1,760
40㎜ 3,750
50㎜ 5,200
75㎜ 5,900
100㎜ 6,800

メーター口径 基本水量 基本料金(円)
13㎜ 900
20㎜ 990
25㎜ 1,360
30㎜ 1,760
40㎜ 2,250
50㎜ 3,700
75㎜ 4,400
100㎜ 5,300

水
道
料
金
表

10㎥まで 10㎥を超えるもの　　150円

超過料金（１㎥当たり）

10㎥まで 10㎥を超えるもの　　150円

20㎥まで 20㎥を超えるもの　　150円

　Ａ案  　 ※税別

別紙1

　C案  　 ※税別

水
道
料
金
表

超過料金（１㎥当たり）

8㎥まで 8㎥を超えるもの　　150円

10㎥まで 10㎥を超えるもの　　150円

　B案  　 ※税別

水
道
料
金
表

超過料金（１㎥当たり）
8㎥を超えるもの　　150円
9㎥を超えるもの　　150円

平均改定率 西条地区 東予地区 丹原地区 小松地区 全体
A案 5.4% 4.7% -0.6% -7.2% 2.4%
B案 4.7% 3.3% -1.7% -8.7% 1.2%
C案 4.6% 3.1% -1.8% -8.7% 1.1%

R16年資金残高

A案777,785千円

B案680,299千円

C案653,450千円

（収支：百万円） (純利益：百万円)

（収支：百万円） (純利益：百万円)

R16年純利益

40,583千円

R16年純利益

42,575千円

R16年純利益

49,776千円

(給水収益：千円) (資金残高：百万円）



④水道料金改定における影響(一般的な家庭用)

⑤水道料金改定における影響(一般的な家庭用以外)

別紙2


